
別紙１ 

 

 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 76条の規定に基づく玉掛け技能講習規定の第 3条の講習科目の受講の一部

免除については、次のとおりです。 

玉掛け技能講習規定第 3 条関係（下記に資格を証する書面の写しを貼付してください。） 

 １「力学に関する知識」の受講の免除対象者は、 

① クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許等を受けた者。 

② 床上操作式クレーン運転技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者。 

 ２「運転のための合図」の受講の免除対象者は、 

① クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許等を受けた者。 

② 床上操作式クレーン運転技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者。 

③ 労働安全衛生法施行令第 20条第 6号若しくは第 7号の業務又は労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号） 

第 36条第 6号若しくは第 15号から第 17号までの業務に 6 ヶ月以上従事した経験を有する者等。 

（クレーン等の運転業務の特別教育修了者） 

記 

 

 

 

 

 

  
 

実施年月日 ： 平成      年     月     日  ～  平成      年     月     日 

（         日間）  

実施機関（事業場）名： 

（所在地）： 

受講記録（含：修了証明等）の提出（提出先において原本確認のうえ写しを添付） 
 

 

（学科） １．クレーン等に関する知識 

（担当講師氏名：   ・時間   Ｈ） (規程３Ｈ) 

２．原動機及び電気に関する知識 

（担当講師氏名：   ・時間   Ｈ） （規程３Ｈ） 

３．運転のために必要な力学に関する知識 

（担当講師氏名：   ・時間   Ｈ） （規程２Ｈ） 

４．関係法令 

（担当講師氏名：   ・時間   Ｈ） （規程１Ｈ） 

（実技） ５．クレーンの運転 

（担当講師氏名：   ・時間   Ｈ） （規程３Ｈ） 

６．クレーンの運転のための合図 

（担当講師氏名：   ・時間   Ｈ） （規程１Ｈ） 

（教材） １．テキスト（使用テキスト名：                              ） 

２．クレーン（メ ー カ ー 名：       型 式：             ） 

（つり上 げ荷 重 ：                    ） 

 

経験証明欄 

 

本人確認欄 上記の記載内容については、相違ありません。 受講者氏名                  ㊞ 

 免許証等その資格を証する書面の写しをここに貼り付けてください。 

 

１ クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許 

２ 床上操作式クレーン運転技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習修了証 

３ クレーン等の運転業務の特別教育修了証 

※１ クレーン等特別教育修了証がない場合には、以下の項目を記載すること。 

玉掛け技能講習の講習科目の受講の一部免除について 

※２ 受講記録がない場合には、以下の項目を記載すること。 

上記 3条 2③の証明欄 

証明（受講者）を受ける者                     は、 

平成    年    月    日から平成    年    月    日までの間に 

     年     ヶ月クレーン等の運転の業務に 6 ヶ月以上従事したことを証明します。 

平成    年    月    日   

      事業者職氏名                           ㊞ 

Ｂ.Ｃ 


